
 

 

 

  

 

 

税務・財務に関する情報を使いこなすことができれば、 

より豊かな人生が送れるものと確信しています。 

私どもは、情報を、どう使いこなすか？につきまして、 

何らかのお役に立てればと願っております。 

情報に目を通していただき、ご自身にどう当てはめたらよいのか！ 

お考えいただき、お分かりにくい点につきまして、弊社の担当者が  

お伺いした場合に、ご一緒に検討させていただきたく存じます。 

税務・財務に関する情報の提供を通じて、お客様の繁栄と、平安に、  

少しでも貢献できればと願います。 

 友 弘 正 人 

 

 

 

 

 

 

株式会社トータル財務プラン  

税 理 士 法 人トータル財務プラン  

行政書士法人トータル財務プラン  

友 弘 正 人 公 認 会 計 士 事 務 所  

〒651-0087 

神戸市中央区御幸通３丁目１番８号 ライオンズ三宮ビル２階 

 TEL: 078-221-7711 ／ FAX:078-221-7717 

ｈｔｔｐｓ：／／ｗｗｗ．ｔｏｐｐ．c o ．ｊｐ 

ｅ－ｍａｉｌ i n f o＠ t o p p ．c o ． j p 

 

何年も使っていない土地が売りやすくなる？ 

低未利用地を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除とは 
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はじめに 

以前より、未利用の土地や空き家の増加が問題となっていました。 

親が亡くなり都会へ出て行った子が実家を相続したが、その実家には誰も住まずその

ままになっている、といったように空き地や空き家が増加しているのです。その傾向が

著しいのが、地方都市です。 

そこで、このような土地等の所有者の税負担を軽減し、未利用の土地を移住者の住ま

いや店舗に利活用し、地域を活性化、さらには所有者不明土地がこれ以上増えないよう

低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置が創設されました。 

 

 

制度の概要 

個人が低未利用の土地等を譲渡した場合において、下記の要件を満たすときは、その

年の長期譲渡所得から 100万円を控除することができます。長期譲渡所得には、所得

税 15％と住民税 5％が課されますので、最大で 20万円の税負担が減少されます。 

この特例措置は、令和 2年 7月 1日から令和 4年 12月 31日までの間の譲渡に適

用されます。 
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＜適用要件＞ 

① 譲渡した者が個人であること 

② 低未利用土地等であること及び譲渡後において買主が利用意向を有することにつ

いて、市区町村長の確認がされたものであること 

③ 譲渡の年の 1月 1日において所有期間が 5年を超えるものの譲渡であること 

④ 低未利用土地等とその上にある資産を含めた譲渡対価の合計が 500万円を超えな

いこと 

 

※低未利用土地等とは「低利用地」と「未利用地」の総称 

「低利用地」とは、周辺地域の利用状況に比べて利用頻度、整備水準、管理状況

が低い土地をいいます。 

具体的には、暫定的に利用されている資材置き場、青空駐車場など 

「未利用地」とは、適正な利用が図られるべき土地であるにもかかわらず長期間

に渡り利用されていない土地をいいます。 

具体的には、空き地、空き家、空き店舗など 

 

摘要のための手続き 

 

 

 

 

 

※ 売主からの確認書交付申請に対する市区町村の確認事項 

① 低未利用地であることの確認 

   ●申請があった土地等が都市計画区域内にあることを確認 

   ●売主からの提出書類をもとに、次のいずれかの方法で、低未利用地等であること  

    を確認    

    ・空き地、空き家バンクに登録している場合、登録時に更地、空き家、空き店舗 

     であることを市区町村の担当者又は市区町村と連携する宅建業者が確認してい 

     ること 

     登録時に確認していないときは、前述の者が現地調査により確認する 

    ・宅建業者が現況更地、空き家、空き店舗の広告をしていること 

    ・電気、水道又はガスの使用中止日が売買契約よりも 1月以上前であること 

３ 

売主から、物

件所在地の市
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② 買主の利用意向の確認 

   ●買主が提出する利用開始予定時期、利用用途等を記した書類により、利用意向を 

    確認 

    ・宅建業者が仲介を行う場合 → 宅建業者が買主に利用意向を確認、 

                    宅建業者と買主が署名 

    ・相対取引の場合      → 買主が上記書類に署名 

      

なお、配偶者など特別な関係のある人に対しての売却にはこの特例措置は適用できま

せん。また、適用を受けようとする低未利用地等と一筆であった土地から分筆された土

地について、その前年又は前々年にこの特例の摘要を受けた場合にも、この特例措置は

適用できませんので注意が必要です。 

 

最後に 

相続したけれど全く使っていない田舎の土地や空き家はありませんか？雑草が生い茂

って手入れをするのも大変、売却したいけれど譲渡にかかる費用もばかにならず、その

うえ税金まで払うとほとんど手許にお金は残らない。 

しかし、そんな土地や家屋を、住まいや店舗に利用したい買主に譲渡することで税負

担を軽減できる措置が講じられたのです。この機会に、売却を検討されてみてはいかが

でしょうか？ 

ご不明な点がございましたら、弊社担当者までご連絡ください。 

執筆者 山根 かおり 

４ 

売主から市区町村に提出する確認申請書 


